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春日井市 国や愛知県 

第６次春日井市障がい者総合福祉計画 
 

１ 計画策定の背景と趣旨 

障がい福祉を取り巻く環境は、障がいの有無にかかわらず住み慣れた地域で安心して暮らすこ

とができる地域共生社会の実現に向けて大きく変化してきました。一方で複雑化・複合化する生

活課題を抱えた世帯などへの支援といった地域課題が表面化し、より専門性を要する対応が求め

られるようになってきています。このような状況から、国の制度改正の趣旨や障がいのある人や

その家族のニーズ、計画の進捗状況等を踏まえた計画の見直しを行い、障がい福祉施策を総合的

に推進するため「第６次春日井市障がい者総合福祉計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ・期間 

本計画は、「障害者基本法」に定める市町村障害者計画と、「障害者総合支援法」に定める市町

村障害福祉計画、「児童福祉法」に定める市町村障害児福祉計画を一体的に策定するものです。 

本計画の期間は、2024（令和６）年度から 2026（令和８）年度までの３年間とします。 

■計画の関連イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

春日井市地域共生プラン 

第六次春日井市総合計画 

第６次春日井市障がい者総合福祉計画 

障がい者計画 

障がい福祉計画 

障がい児福祉計画 

第９次春日井市高齢者総合福祉計画 

心と体のかすがい健康計画 2035 

第２次新かすがいっ子未来プラン 

第３次かすがい男女共同参画プラン 

【根拠法】 

 

 

 

 

 

 

・障害者基本法 

（障害者情報アクセシビリティ・コ

ミュニケーション施策推進法） 

障害者計画 

・障害者総合支援法 

障害福祉計画 

・児童福祉法 

障害児福祉計画 

【国・愛知県の計画】 

 

 

 

 

 

 

・障害者基本計画 

国の計画 

・あいち障害者福祉プラン

2021-2026 

愛知県の計画 
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３ 基本理念 

障がいのある人が安心して 

自立・共生できるまちづくり 

４ 基本的視点 

各分野に共通する横断的な考え方 

障害者権利条約の 

理念の尊重 

社会のあらゆる 

場面における 

アクセシビリティの向上 

当事者本位の 

総合的かつ 

分野横断的な支援 

障がい特性、 

複合的困難等に 

配慮した 

きめ細かい支援 

 

５ 重点目標 

（１）地域における生活支援の充実 

障がいのある人やその家族が必要な時に必要な支援を地域で受けられるよう、地域の様々
さまざま

な機関が連携した重層的・包括的な支援体制を整備します。 

▶ 障がい福祉サービス及び支援員等の質的向上と専門的人材の育成・確保 

▶ 重層的・包括的な支援体制の整備 等 

 

（２）障がい児支援の充実 

発達障がいや重症心身障がい児、医療的ケアを必要とする子どもなど、多様な状況にある子

どもが個性を活かして、のびのびと成長できるよう支援します。また、すべてのライフステー

ジで途切れない支援を行うため、保健・福祉・教育等の関係機関で連携を図ります。 

▶ 医療的ケア児等への支援の充実 

▶ 児童発達支援センターを中核とした支援体制の強化・拡充 等 

 

（３）障がいに対する理解の促進 

障がいのある人が対面する、様々な社会的障壁の解消をめざして、障がいや、障がいのあ

る人への理解の促進に努めます。また、障がいのある人もない人も、お互いに尊重し、支え

合いながら地域で安心して暮らすことのできる共生社会の普及・啓発に努めます。 

▶ 障がい者の権利と差別解消に関する啓発 等 

 



  

６ 施策の体系 
 
 

基本理念    基本的視点      分野 
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◆障害者権利条約の理念の 

尊重 

 

◆社会のあらゆる場面におけ

るアクセシビリティの向上 

 

◆当事者本位の総合的かつ 

分野横断的な支援 

 

◆障がい特性、複合的困難等

に配慮したきめ細かい支援 

１ 生活支援 

２ 障がい児の支援 

３ 保健・医療 

４ 教育 

５ 文化芸術活動・スポーツ等 

６ 雇用・就業、経済的自立の支援 

７ 生活環境 

８ 情報アクセシビリティ 

10 差別の解消及び権利擁護の推進 

９ 防災・防犯 

11 行政サービス等における配慮 
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基本的方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※重点的に取り組む項目を太字にしています。 
（分野をまたがって再掲している場合は、主となる方を太字にしています。） 

① 障がい福祉サービスの充実    ② 地域生活支援事業の充実 

③ 重層的支援体制の整備     ④ 自立した生活を支えるサービスの推進 

① 障がい児支援の充実 ② 障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見及び障がいの軽減 

③ 教育環境の充実     ④ 障がい福祉教育の充実 

⑤ 権利擁護の推進     ⑥ 医療的ケア児等への支援の充実 

① 障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見及び障がいの軽減 

② 精神保健福祉施策の推進     ③ 難病施策の推進 

④ 感染症予防・対策の推進 

 

① 教育環境の充実     ② 障がい福祉教育の充実 

③ 生涯学習環境の充実 

① 文化芸術活動の推進     ② スポーツ・レクリエーション活動の推進 

③ 交流の促進 

① 障がい者雇用の促進     ② 福祉的就労の充実 

① 福祉のまちづくりの推進    ② 住環境の整備 

① 情報提供の充実     ② 意思疎通支援の充実 

 

① 防火・防災対策の充実     ② 防犯対策の充実 

③ 見守り活動の充実 

① 障がいを理由とする差別の解消の推進   ② 権利擁護の推進 

③ 障がい福祉教育の充実    ④ 地域共生社会の推進 

① 市役所等における配慮及び障がい者理解の促進 

② 選挙における配慮             ③情報提供の充実 


